
島田市入札・契約制度の改正事項及び連絡事項



１．入札・契約制度に係る改正事項等

（１）島田市週休２日工事実施要領の一部改正について

（令和６年10月１日）

４週６休及び４週７休を撤廃し、４週８休以上としました。

また、月単位の週休２日、通期の週休２日を明記しました。

（令和７年４月１日）

対象工事を、実働日数「20日以上」から「１週間程度」に拡大しました。



１．入札・契約制度に係る改正事項等

（１）島田市週休２日工事実施要領の一部改正について

月単位の週休２日

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜
日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日
数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。

※ 月ごとの週休２日・通期の４週８休が確認できる現場閉所計画表の様式が、島
田市ホームページに掲載されているので利用してください。

「行政情報」→「産業・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札に関するお知らせ・規則・要領・様式」



１．入札・契約制度に係る改正事項等

（２）建設工事請負契約等における電子保証の導入（令和６年12月１日）

契約保証及び前払金保証について、電子化された保証証書（電子証書）の取扱いを開始
しました。

① 電子保証の対象となる取扱保証機関

東日本建設業保証株式会社等の保証事業会社

② 電子保証の対象となる保証及び証書
※ 保証事業会社が提供するインターネット保証サービスにより発行された保証証書（電子証書）

・契約保証 ：契約保証証書

・前払金保証（中間前払金）：前払金保証証書（中間前払金保証証書）

【参考】東日本建設業保証株式会社ホームページ https://www.ejcs.co.jp/e-surety/



１．入札・契約制度に係る改正事項等

（３）建設工事の現場代理人の兼任に関する取扱要領の一部改正について
（令和７年４月１日）

近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が見直され
たことに伴い、当市においても現場代理人の兼任を行う要件を見直しました。

【現場代理人の兼任が可能な件数の請負代金による区分】

① ２件までの工事の現場代理人兼任

変更前：4,000万円（建築一式工事にあっては8,000万円）以上

変更後：4,500万円（建築一式工事にあっては9,000万円）以上

② ３件までの工事の現場代理人兼任：

変更前：4,000万円（建築一式工事にあっては8,000万円）未満

変更後：4,500万円（建築一式工事にあっては9,000万円）未満

※ ①，②いずれの場合についても工事現場間の距離など、要件があります。



工事現場における現場代理人・主任（監理）技術者および営業所における専任技術者との兼任の関係について
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△　兼任要件あり
島田市要領（要申請） × ×
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兼任要件や特例の詳細は、建設業法及び同施行令、島田市の建設工事の現場代理人の兼任に関する取扱要領、監理技術者制度運用マ
ニュアル及び「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて（中部地方整備局 建政部建設産業課）」を参照されたい



２．連絡事項

情報共有システム（ＡＳＰ）の活用について

業務の効率化を目的とした標記のシステム（インターネット上で文書の共有と決裁行
為が可能）について、令和７年度10月から試行開始します。

静岡県の情報共有システムとの違いは次のとおりです。

① ＮＥＣのＡＳＰ「工事監理官」に限定せず、機能要件のみ指定（もちろん「工事監理
官」の利用も可）。機能要件に対応したものを、受注者が選定する。

② 島田市独自の取り組みとして、情報共有システムで提出した書類一覧、及び承認状況
一覧（誰がいつ承認したかの記録）の提出を求める。

③ 対象となる工事は予定価格500万円以上（入札時に特記仕様書を添付）とし、受注者
が当該システムの利用を希望する場合。



３．入札・契約の注意事項

（１）電子入札にあたって

 内訳書に計算や記載の誤りがないか、もう一度確認。

単抜き設計書と項目が不一致の場合や、内訳金額に誤りがある場合には、入札が無
効となる可能性があります。内容に疑義がある場合には質問をしてください。

 内訳書や配置予定の現場代理人及び主任技術者届の添付は、ＰＤＦ形式でお願い
します。

（２）経審（経営事項審査結果通知書）を更新したら・・・

 通知書が手元に届いたら、速やかに写しを契約検査課に提出してください（メー
ル・郵送可）。

※ 島田市の入札・契約に関する情報については、島田市ホームページにてお知らせ
していますので、ご覧ください。

「行政情報」→「産業・ビジネス」→「入札・契約」


